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組織概要等はこちら

法テラスは、総合法律支援法（平成16年6月2日公布）に
基づき、独立行政法人の枠組みに準じて、
平成18年に設立された、法務省所管の法人です。

民事、刑事を問わず、あまねく全国において、
法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が
受けられる社会を目指しています。

成長を実感しつつ、
共通の理念を持つ仲間ととともに、
大いに活動しませんか。

日本司法支援センター（法テラス）

理事長 白石 史子
昭和57年3月 東京大学法学部卒

昭和59年4月 東京地方裁判所判事補

その後、福井地方裁判所、大阪地方裁判所、徳島地

方裁判所、東京地方裁判所、福岡高等裁判所、東京

高等裁判所、内閣官房司法制度改革推進室（室長）、

千葉地方裁判所（部総括）、東京地方裁判所（部総

括）などに勤務。

平成27年4月 京都家庭裁判所所長

平成28年7月 東京高等裁判所（部総括）

令和3年8月 札幌高等裁判所長官

令和5年8月 退官

令和6年10月 福岡県人事委員会委員

令和8年4月 日本司法支援センター理事長

「法曹としての専門知識を活かして、人を助け、社会を良くする。」

スタッフ弁護士は、その想いを実現することができます。

スタッフ弁護士は、経済的困難を抱えている人、司法過疎地域に暮ら

す人、自然災害被災者、高齢者・障がい者、女性、 子ども 、犯罪被害

者、外国人、孤立している人など、自ら支援を求めることが難しい人々

の権利擁護の活動をしています。また、被疑者・被告人の国選弁護人、

少年事件の国選付添人の刑事弁護活動も行っています。 社会の変化

とともに、その使命及び役割は、益々重要になっています。

スタッフ弁護士の活動範囲は多岐にわたり、他機関に出向したり、地

域の実情に合わせた司法ソーシャルワークを発案して地方自治体や社

会福祉団体と協力・協働したりするなど、多様な経験を積むことができ

ます。

スタッフ弁護士には、法律事務所での１年間の養成期間があり、その

後も、多彩で充実した研修を受けられます。本部の業務支援室には何

でも相談することができ、スタッフ弁護士同士の交流も盛んです。これ

らを通じて、確かなスキルを身につけることができます。

スタッフ弁護士になって、一人では困難なことも、法テラスという組織

の一員として、また、共通の理念を持つ仲間や職員と協働して達成し、

やりがいと喜びを感じ、成長を実感しつつ、大いに活動しませんか。



全国様々な地域に置かれた法テラス法律事務所で執務をするスタッフ弁護士。

スタッフ弁護士は、その地で求められている法的ニーズに対応し、様々な司法アクセス障害を改善すべく、

日々活動をしています。法律相談や依頼を受けての事件処理だけではなく、

「司法ソーシャルワーク」の取組や、自らが必要と思う様々な業務に取り組んでいます。

※勤務先となる法テラス法律事務所の一覧は14ページ。

司法過疎地域の法律事務所

地域の弁護士がいない、又は少ない地域に設立された法律事務所。
民事法律扶助事件や国選弁護事件のほか、破産管財人などの
裁判所依頼事件や法人の依頼者からの事件を取り扱うこともあります。

都市部の法律事務所

県庁所在地等に設立された法律事務所。
主に民事法律扶助事件、国選弁護事件を取り扱うほか、
様々な理由で法的サービスにつながりにくい方々への支援を行います。

スタッフ弁護士は、地域の方々の「困った」に寄り添う、身近な弁護士（マチ弁）です。
民事・刑事を問わず様々な事件を取り扱い、依頼者の利益を守るなど、日々法的問題の解決に当たっています。

スタッフ弁護士とは

ドキュメンタリー動画「知られざる弁護士の道」都市部編

12:00

15:00

18:00

9:30 出勤。地域広報誌への寄稿のお礼メールが届いていた。

フェリーで離島から来所した方の法律相談。
その後依頼者への連絡。起案も進めよう。

10:00

海岸線を走り50㎞先の被後見人の方のご自宅へ。
途中、お昼ご飯に道の駅へ。ご当地名物ヤリイカ丼を食べる。

空き家の処分方法について本部業務支援室（※）に内線で相談。
困っていたが、処理方針が立ちそうだ。

16:00 地域包括支援センターにて月１回のケア会議に出席。
先月自宅で転倒したAさんは都会で暮らす家族のもとに
無事引っ越すことになった。ひと安心だ。

地域活性化コミュニティに参加 住民の方と親しくなり
「今度相談に行く」と声をかけてもらった。
帰宅途中地元のスーパーへ 元依頼者の漁師さんが獲ったカニが
売られていた。元気に漁に出ているようで嬉しくなった。

司法過疎地域法律事務所のとある１日

12:00

13:00

17:00

8:30

10:00

15:00

都市部法律事務所のとある１日

今日は子どものお迎え当番の日。早く帰れるように早めに出勤。

民事事件の尋問期日への出席のため裁判所へ。
準備の甲斐あり、尋問がうまくいってひと安心。

裁判所の近くにある定食屋さんで昼食。
安くて速くておいしいので助かる。

福祉機関職員向け研修会に講師として参加。
質問もたくさんいただき、充実した研修になった。

電車を乗り継ぎ、警察署へ。国選事件の依頼者と接見。
来週の公判に向けて、入念な打合せをした。

子どものお迎え お弁当が美味しかったとの笑顔に癒された。
明日も頑張ろう。

※業務支援室への相談については９ページ ドキュメンタリー動画「知られざる弁護士の道」司法過疎地編

依頼者に向き合い、法的問題の解決に当たる
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社会福祉協議会

スタッフ弁護士 ケアマネージャー

相談員社会福祉士

地域包括支援センター

業務分野・活動領域を広げる

司法ソーシャルワークに取り組む

両弁護士のインタビュー内容、
他様々な分野で活躍する
スタッフ弁護士の声はこちら
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赴 任・異動で経験を積む

養 成制度で実力をつける
法テラスの各法律事務所に赴任する
前に、約１年間、日弁連に「養成事
務所」として登録された法律事務所
でOJTを受ける制度があります。

養成事務所リスト
日弁連HP「養成事務所とは」
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多 様なキャリアパスの実現

シニアスタッフ弁護士として登用

全体のおよそ4分の1のシニアスタッフ弁護士が
法テラスや若手スタッフ弁護士を支えています。
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養成期間に、10回程度開催。
様々な法分野を取り扱い、各分野の基礎的な知識を学ぶ研修です。
講師には、各分野の第一人者の弁護士を招きます。
赴任後の実務にすぐいかせる、実践的な内容も盛り込まれています。

実 務的な思考や技術を学ぶ

基 礎 的 な 知 識 を 学 ぶ

新任業務研修
法テラス概論、ビジネスマナー講習等

定期業務研修
民事・刑事演習、弁護士倫理等

裁判員裁判弁護技術研修（※）
裁判員裁判における法廷弁護技術等

日弁連定期業務研修（※）
各法分野に関する基礎的研修

赴任前業務研修
事務所マネジメント・赴任の心構え等

パーソナリティ研修
精神的問題を抱える当事者への対応方法等

赴任2年目・4年目研修
民事事例研究、刑事演習、労働事例研究等

裁判員裁判事例研究研修
スタッフ弁護士による事例報告書

刑事弁護研修
刑事弁護に関する研修

ブロック研修
地域ごとにスタッフ弁護士が自主的に研さんを積む研修

全国経験交流会
全国のスタッフ弁護士による経験の共有

※日弁連主催の研修
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スタッフ弁護士が弁護人を
担当した裁判員裁判事件を
題材に議論し、捜査弁護、
公判弁護などについて理解
を深める研修です。

「法廷で見て、聞いて、分
かる弁護活動」が求めら
れる裁判員裁判。
弁護人が自らの求める結
論を導くためには、裁判
員を説得する技術が必要
です。

ブレインストーミングや「主尋問」「反対尋問」「弁論」の
実演などを行い、一流の刑事弁護人から講評やビデオクリ
ティーク（※）を受けられます。
２日間を通して行われ、受講者からの評価も高い研修です。

年に１度、全国のスタッフ弁護士が
一堂に会し、複数のスタッフ弁護士
が、各々の活動の成果を報告する研
修です。
発表内容は実に様々。
具体的な取扱事件や司法ソーシャル
ワーク活動の実践例の報告、傾聴ス
キルや業務効率化ツールといった業
務の質の向上に資する情報共有など
が行われます。

本研修の詳細は、『季刊刑事弁護』の連載
「裁判員裁判事例研究シリーズ─スタッフ弁護士の実践から」もご覧ください。

※実演の様子を撮影した動画を実演者と講師が視聴しながら行う講評

各 地 の 経 験 を 共 有 す る

刑 事 弁 護 を 学 ぶ

赴任2年目・4年目研修
民事事例研究、刑事演習、労働事例研究等

裁判員裁判事例研究研修
スタッフ弁護士による事例報告書

刑事弁護研修
刑事弁護に関する研修

ブロック研修
地域ごとにスタッフ弁護士が自主的に研さんを積む研修

全国経験交流会
全国のスタッフ弁護士による経験の共有
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スタッフ弁護士OBOGや司法研修所教官経験者などの経験豊富な弁護士のほか、
社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持つ福祉専門家などが支援員として在籍し、
各地で奮闘するスタッフ弁護士を支えます。

業 務 支 援 室

メ ン タ ー 制 度 同 僚とのつながり

支援室通信

上：支援員（スタッフ弁護士OB）
下：支援員（社会福祉士・精神保健福祉士）
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北海道・八雲町
法テラス八雲法律事務所

小松真優 弁護士（76期）
　法テラス八雲法律事務所は、道南北
部に所在する司法過疎対策事務所です。
八雲町及び隣接市町村は、総人口約
５万人、総面積は東京都の約1.5倍と広
大であり、同地域の司法需要を一手に
担っています。高齢化が進んだ地域で
もあり、成年後見への関心が高く、社

会福祉協議会や地域包括支援センターと連携してケース会議
や講演を行うため走り回っています。
　また、司法過疎地域であることから、弁護士２年目でも破
産管財人や成年後見人に選任されます。学びの日々で大変な
ことも多いですが、成長の機会としてやりがいを感じています。

宮崎県・延岡市
法テラス延岡法律事務所

前川寛生 弁護士（73期）
　法テラス延岡法律事務所では、市役
所・町役場の福祉課や権利擁護支援セ
ンターと連携して司法ソーシャルワー
クの拡充に取り組んでいます。積極的
に出張相談を実施しており、延岡市内
だけでなく、県西部の法律事務所がな
い地域の高齢者施設や個人宅を訪問す

ることもあります。また、刑事事件も年間20件程度を受任し
ています。自己研鑽のため、地元の弁護士が主催する勉強会
に参加し、自身の弁護活動をより良いものとするため日々努
力しております。令和７年４月には無罪判決を獲得すること
もできました。

　私は、スタッフ弁護士として法テラス
牛久に赴任し、同事務所で代表弁護士と
して執務したあと、同じ茨城県牛久市内
で独立開業しました。弁護士1年目は大阪
でスタッフ弁護士としての養成を受け、
その後牛久市にて業務を行うなかで、充
実した研修やバックアップ体制があった
ことにより、何とか弁護士として独り立
ちができたように思います。全く地縁の
ない大阪や茨城での執務を通じて、様々
なご縁にも恵まれました。そのため、そ
のご縁を活かしたいと思い、スタッフ弁
護士として慣れ親しんだ茨城県牛久市で
開業した次第です。独立開業したものの、
業務内容はスタッフ弁護士時代とはあま
り変わっていませんが、お世話になった
地域のために、今後も力を尽くしたいと
考えています。

秋田県・秋田市
法テラス秋田法律事務所

桐木雪奈 弁護士（76期）
　法テラス秋田では都市部における司
法アクセス障害解消の取組の一環とし
て２か所の病院と協定を結んでいます。
この協定に基づき、医療相談員さんか
ら連絡を受けてスタッフ弁護士が病院
に赴き、患者さんと面談をするなどし
て情報提供を行っています。

　また、地元の弁護士からお声がけいただき、裁判員裁判対
象事件において２人目の弁護人に就任することもよくあります。
その場合に限らず、常にどんな人にでも水準以上の刑事弁護
が提供できるように法テラスでの養成や研修の成果もいかし
て最善の弁護活動に努めています。

沖縄県・宮古島市
法テラス宮古島法律事務所

佐賀優季 弁護士（72期）
　法テラス宮古島法律事務所は、沖縄
県の離島に設置された最南端の法テラ
ス法律事務所です。島内には弁護士が
４人しかおらず、日々多種多様な相談
が寄せられます。
　家事・民事・労働・後見事件や、裁
判員裁判対象事件を含む多くの刑事事

件も受任しますし、破産管財人や特別代理人などの裁判所か
ら依頼された事件も多くあり、島内の様々なニーズに対応し
ています。宮古島は沖縄本島への交通手段が飛行機のみで、
物理的な司法アクセス障害が大きい地域です。私たちスタッ
フ弁護士が、「島内の弁護士」として、多様な業務を通じて地
域の皆様の安心を支えています。同 僚 と の つ な が り
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掲示板、メッセージ機能、
スケジュール管理など様々な機能を
備えたグループウェアを整備。

PC、携帯電話、ポケットWi-fi
その他の執務に必要な機器等は
貸与されます。

夏季休暇、
結婚休暇、産前産後休暇、
配偶者出産休暇、
子の看護休暇、
忌引休暇、病気休暇　　他

労働者と自営業の

いいとこ取りの待遇

法テラスHP
人事関係規程等

契約形態
勤務契約（雇用契約）

契約期間
養成期間中は原則１年契約。
養成を修了し契約を更新した場合、
３年契約となります。
その後、３回まで更新が可能。
さらにシニアスタッフ弁護士
として登用された場合は、
以後２年契約となります。
※次ページ　図参照

無期転換
契約期間が５年を超えて更新された
場合、契約期間の無期転換申込権が
発生します。

定年
原則として65歳です。

勤務時間
専門業務型裁量労働制を
採用しているため、
柔軟な働き方が可能です。
みなし労働時間：7.5時間

加入保険
厚生年金、健康保険、
雇用保険、労災保険

給与
毎月給与が支給されます。
給与は、俸給、初任給調整手当その他各種手当で構成されます。
※法曹実務経験者の採用時の俸給については、
弁護士実務経験や能力等に応じて号数が決められます。

勤 務 条 件 等
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掲示板、メッセージ機能、
スケジュール管理など様々な機能を
備えたグループウェアを整備。

PC、携帯電話、ポケットWi-fi
その他の執務に必要な機器等は
貸与されます。

夏季休暇、
結婚休暇、産前産後休暇、
配偶者出産休暇、
子の看護休暇、
忌引休暇、病気休暇　　他

　子どもが生まれると知った時、「仕事、どうしよう。」と
思いました。受任中の数々の事件が頭をよぎり、不安でい
っぱいになりました。
　幸いにも、法テラスは仕事と育児の両立を積極的にサポ
ートしています。人事課に相談したところ、育児休業制度
の存在を知りました。同僚の弁護士や事務職員も、育児休
業の取得を熱心に勧めてくれました。
そうした後押しを受け、私自身、育児休業を取得して子ど
もに向き合い、育児や家事を妻と分担しあって家族の絆を
強めたいと思うようになりました。そこで、子どもが生ま
れた後、約３か月半の育児休業を取得しました。
　もっとも、実際の育児は想像を超える大変なものでした。
沐浴、おむつ替え、寝かしつけ、夜泣きや病気対応などで
24時間目が離せません。日常の家事も重なり、とても大変
でした。
　それでも、子どもの成長を一番身近で感じられたこと、
主体的に育児に携わることで様々な喜びや悩みを共有でき
たことは、かけがえのない財産となりました。
是非、積極的に育児休業を取得されることをお勧めします。

（63期・15年目）

育児での喜びや悩みは

かけがえのない財産に

業 務 環 境 の 整 備 等

そ の 他 の 待 遇
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書類郵送提出

採用手続は、①応募（Web＋書類郵送提出）、②日弁連推薦選考面談、③法テラス本部面接の順で進行します。

事 務 所 訪 問

募 集 期 間

採 用 手 続 の 流 れ

各 種 イ ベ ン ト

全国の法テラス法律事務所で
随時受け付けています。
スタッフ弁護士が取り扱う事
件やその他の業務内容をご覧
いただき、法律事務所内の環
境や雰囲気を体感していただ
くことで、スタッフ弁護士の
仕事をよりイメージいただけ
ます。

司法試験合格発表日後、第１次募集期間（A日程）を開始します。
必要に応じて、第２次募集期間（B日程）、第３次募集期間（C日程）を設けます。
法曹有資格者からの応募は、時期を問わず、随時、受け付けています。
最新の募集状況については、法テラスHP採用サイトをご確認ください。

Web採用説明会や各地のス
タッフ弁護士の取組等を紹介
する講演企画、法テラス法律
事務所や裁判所を巡るバスツ
アーなど、様々なイベントを
随時開催しています。

事務所訪問の様子

申込フォームはこちら 必要書類及び郵送先はこちら

上：バスツアーの様子
下：講演企画の様子

最新のイベント・事務所訪問の情報はこちら

司法修習生（予定者）用 法曹有資格者者用
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